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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラオケ演奏装置に背景映像選択手段と、利用者ＩＤ取得手段と、利用者別選択背景映
像記録手段を備えたカラオケシステムであって、
　背景映像選択手段は、所定の楽曲についてジャンル分けされた複数の背景映像の中から
所望の背景映像を選択可能に形成され、かつ、前記ジャンルには、少なくとも所定の企業
もしくは企業商品を表示するコマーシャル背景映像に対応したコマーシャルジャンルが含
まれ、
　利用者ＩＤ取得手段は、利用者が当該カラオケシステムにログインする際に、利用者Ｉ
Ｄ記録媒体から利用者ＩＤを識別して取得し、
　利用者別選択背景映像記録手段は、利用者ＩＤが取得された当該利用者が所望の楽曲を
予約登録する際に、前記ジャンルの中から少なくとも前記コマーシャルジャンルの中のコ
マーシャル背景映像を選択したときに、当該選択されたコマーシャル背景映像の背景映像
ＩＤを取得して利用者ＩＤ毎に当該背景映像ＩＤの選択頻度を記録し、
 前記選択頻度が、予め定められた基準値以上となったときに、前記所定の利用者ＩＤと
当該選択されたコマーシャル背景映像の背景映像ＩＤを、前記カラオケ演奏装置にネット
ワーク接続されたカラオケホスト装置のコマーシャル管理サーバに自動転送するように構
成されたことを特徴とする背景映像選択の利用者別管理機能付きカラオケシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は背景映像を選択できるカラオケシステムに関するものであり、特に、コマーシ
ャルジャンルが含まれた背景映像を選択したときの頻度を利用者毎に記録できるようにし
たカラオケシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　カラオケシステムは、カラオケ伴奏の演奏楽曲と歌詞画像を同期して音響映像出力する
ものであるが、一般に歌詞画像は動画を背景映像にして一緒に表示される。この背景映像
は、長時間分の背景映像の中から演奏楽曲や歌詞の内容に対応するジャンル別に映像を使
い回す共用映像方式と、特定の楽曲専用に作成された専用映像方式とがある。
【０００３】
　近時、広告メディアの浸透により、複数の広告映像データを演奏楽曲のジャンルに対応
して分類記憶させ、利用者が選択した楽曲に応じた広告映像を広告モニタに表示させるカ
ラオケシステムが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　また、カラオケシステムの利用者が利用者カードを所持し、該利用者カードに利用者Ｉ
Ｄをはじめとする利用者情報が記録され、利用者がカラオケボックスや飲食店においてカ
ラオケ演奏楽曲をリクエストすると、そのリクエストに応じてカラオケシステムにより前
記利用者カードにポイントが加算され、このポイントが一定値以上に溜まると、利用者に
何らかのサービスを還元するようにしたカラオケシステムも知られている（例えば特許文
献２参照）。
【特許文献１】特許３３２７７２９号公報
【特許文献２】特開平９－２９２８８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１記載の発明は、カラオケシステムの背景映像表示モニタとは別に広告表示専
用モニタを設置し、この専用モニタに広告映像が表示されるものであり、広告映像が利用
者の視覚から外れる場合は効果的なインパクトを与え難い。また、カラオケ料金を支払う
利用者の意思に関わらず強制的に広告映像が表示され、かつ、広告映像の種類を任意に選
択することができないので、利用者にとって広告映像が煩わしく感じることもあり、ひい
ては当該広告の商品もしくは企業に対する反感が生じるおそれがある。
【０００６】
　特許文献２記載の発明は、カラオケシステムの利用度に応じて、利用者カードにポイン
トを付与するものであり、利用者が背景映像を選択することによってポイントが付与され
るものではない。
【０００７】
　そこで、カラオケ料金を支払うカラオケシステムの利用者に対して、広告映像を強制的
に表示するのではなく、利用者の意思により広告映像を任意に選択できるようにするため
に解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明は、カ
ラオケ演奏装置に背景映像選択手段と、利用者ＩＤ取得手段と、利用者別選択背景映像記
録手段を備えたカラオケシステムであって、背景映像選択手段は、所定の楽曲についてジ
ャンル分けされた複数の背景映像の中から所望の背景映像を選択可能に形成され、かつ、
前記ジャンルには、少なくとも所定の企業もしくは企業商品を表示するコマーシャル背景
映像に対応したコマーシャルジャンルが含まれ、利用者ＩＤ取得手段は、利用者が当該カ
ラオケシステムにログインする際に、利用者ＩＤ記録媒体から利用者ＩＤを識別して取得
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し、利用者別選択背景映像記録手段は、利用者ＩＤが取得された当該利用者が所望の楽曲
を予約登録する際に、前記ジャンルの中から少なくとも前記コマーシャルジャンルの中の
コマーシャル背景映像を選択したときに、当該選択されたコマーシャル背景映像の背景映
像ＩＤを取得して利用者ＩＤ毎に当該背景映像ＩＤの選択頻度を記録し、前記選択頻度が
、予め定められた基準値以上となったときに、前記所定の利用者ＩＤと当該選択されたコ
マーシャル背景映像の背景映像ＩＤを、前記カラオケ演奏装置にネットワーク接続された
カラオケホスト装置のコマーシャル管理サーバに自動転送するように構成されたことを特
徴とする背景映像選択の利用者別管理機能付きカラオケシステムを提供する。
【０００９】
　この構成によれば、利用者がカラオケシステムを利用する際は、当該カラオケシステム
に備えられている利用者ＩＤ取得手段が、当該利用者の利用者ＩＤ記録媒体から利用者Ｉ
Ｄを識別して取得することにより、カラオケシステムにログインできる。当該カラオケシ
ステムには、演奏楽曲や歌詞の内容に対応してジャンル分けされた複数の背景映像が記録
されており、所定の企業もしくは企業商品を表示するコマーシャル背景映像に対応したコ
マーシャルジャンルが含まれている。利用者が所望の楽曲を選択して予約登録する際に、
前記複数ジャンルの背景映像の中から、所望の背景映像を選択する。当該利用者が前記ジ
ャンルの中から少なくともコマーシャルジャンルを選択したときは、選択された背景映像
ＩＤを取得し、取得された背景映像ＩＤの選択頻度を利用者ＩＤ毎に記録する。
【００１１】
　この構成によれば、上記コマーシャルジャンルの中の何れかのコマーシャル背景映像に
対して、所定の利用者の選択頻度が基準値以上となったときは、当該所定の利用者ＩＤと
当該コマーシャル背景映像ＩＤをコマーシャル管理サーバに自動転送する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、上述したように、カラオケ料金を支払う利用者に対して強制的ではなく、利
用者の意思によってコマーシャル背景映像を選択するので、選択の自由度があって利用者
に好感を与えることができる。また、カラオケシステムの利用者毎にコマーシャル背景映
像の選択頻度を記録するように構成したので、当該利用者がどのコマーシャル背景映像を
何回選択したかを判別することができる。そして、選択頻度が基準値以上になったときに
コマーシャル管理サーバに自動転送することにより、当該利用者の選択頻度を参照して、
当該利用者に何らかのサービスを還元することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る背景映像選択の利用者別管理機能付きカラオケシステムについて、
好適な実施例をあげて説明する。カラオケ料金を支払うカラオケシステムの利用者に対し
て、広告映像を強制的に表示するのではなく、利用者の意思により広告映像を任意に選択
できるようにするという目的を達成するために、本発明はカラオケ演奏装置に背景映像選
択手段と、利用者ＩＤ取得手段と、利用者別選択背景映像記録手段を備えたカラオケシス
テムであって、背景映像選択手段は、所定の楽曲についてジャンル分けされた複数の背景
映像の中から所望の背景映像を選択可能に形成され、かつ、前記ジャンルには、少なくと
も所定の企業もしくは企業商品を表示するコマーシャル背景映像に対応したコマーシャル
ジャンルが含まれ、利用者ＩＤ取得手段は、利用者が当該カラオケシステムにログインす
る際に、利用者ＩＤ記録媒体から利用者ＩＤを識別して取得し、利用者別選択背景映像記
録手段は、利用者ＩＤが取得された当該利用者が所望の楽曲を予約登録する際に、前記ジ
ャンルの中から少なくとも前記コマーシャルジャンルの中の背景映像を選択したときに、
選択された背景映像ＩＤを取得して利用者ＩＤ毎に当該背景映像ＩＤの選択頻度を記録す
るように構成することにより実現した。
【実施例１】
【００１４】
　図１は本発明に係るカラオケシステムの全体構成図であり、カラオケ演奏装置１０はＣ
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ＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を含む中央制御部１１を有し、ルータやモデム等の回線終端装置
１２を介してネットワーク通信回線１００に接続され、該ネットワーク通信回線１００を
介してカラオケホスト装置２００に接続されている。後述するように、カラオケ演奏装置
１０から利用者の選曲情報をカラオケホスト装置２００へ送り、カラオケホスト装置２０
０からカラオケデータを受け取ってハードディスク装置１３に格納する。また、利用者か
ら利用者ＩＤを取得してカラオケホスト装置２００へ送り、カラオケホスト装置２００か
ら当該利用者の利用者情報を受け取る。
【００１５】
　カラオケ演奏装置１０はリモコン装置５０を有し、該リモコン装置５０には表示部と入
力部が一体になったグフィカルユーザーインターフェイス（以下ＧＵＩという）５１が設
けられている。利用者がＧＵＩ５１に表示される楽曲一覧から所望の楽曲を選択すれば、
リモコン装置５０からカラオケ演奏装置１０へ当該楽曲ＩＤを含む選曲情報信号が送信さ
れる。この選曲情報信号がカラオケ演奏装置１０に備えられているリモコン送受信部１４
にて受信されると、受信された選曲情報信号が操作制御部１５を介して前記中央制御部１
１に送られる。また、カラオケ演奏装置１０の本体に設けられている操作パネル１６にて
直接楽曲ＩＤを入力した場合も、操作パネル１６から操作制御部１５を介して前記中央制
御部１１に選曲情報信号が送られる。
【００１６】
　中央制御部１１は操作制御部１５から選曲情報信号を受け取ると、選択された楽曲を選
曲予約手段にて予約し、該当するカラオケデータを前記ハードディスク装置１３から読み
出す。選曲情報に該当するカラオケデータがハードディスク装置１３に存在しないときは
、前述した回線終端装置１２を介してネットワーク通信回線１００と接続し、前記カラオ
ケホスト装置２００から該当するカラオケデータをダウンロードしてハードディスク装置
１３に格納する。
【００１７】
　前記カラオケデータは、カラオケ楽曲の伴奏音楽を生成するための演奏データと、モニ
タ等の表示手段に出力される歌詞テロップおよび背景映像である動画等を含んでいる。演
奏データはＭＩＤＩ規格などで符号化された音源制御情報であり、画像データはコード化
された歌詞文字群やＭＰＥＧ規格などで圧縮された映像の情報を含んでいる。
【００１８】
　中央制御部１１は該当するカラオケデータから楽曲データをシンセサイザ１７に順次転
送し、該シンセサイザ１７はこの楽曲データに従って伴奏音楽を生成する。シンセサイザ
１７によって生成された伴奏音楽は、ミキシングアンプ１８を通ってスピーカ１９から再
生される。一方、利用者が歌唱する音声はマイク２０に集音され、前記ミキシングアンプ
１８で伴奏音楽とミキシングされてスピーカ１９から再生される。
【００１９】
　また、中央制御部１１は当該カラオケデータからこの伴奏音楽の生成に同期させて歌詞
描出データを処理し、歌詞文字群を順次映像制御部２１にビットマップ展開させる。さら
に、当該カラオケデータから楽曲に対応する動画データを抽出し、映像制御部２１にて背
景映像に前記歌詞文字群をスーパーインポーズし、背景映像と歌詞文字群を表示手段であ
るモニタ２２の画面に表示させる。
【００２０】
　ここで、前記リモコン装置５０にはＧＵＩ５１のほかに、利用者ＩＤ記録媒体の一例で
あるＩＣカード５２を読み取るためのカードリーダ５３が設けられている。利用者が自分
のＩＣカード５２を前記カードリーダ５３にセットすれば、利用者ＩＤ取得手段としての
カードリーダ５３が利用者ＩＤを識別して取得し、取得された利用者ＩＤが前記中央制御
部１１に送られる。そして、ネットワーク通信回線１００によりカラオケホスト装置２０
０へ転送されて、当該利用者がカラオケシステムにログインすることができる。
【００２１】
　利用者ＩＤが取得されてカラオケシステムにログインすると、カラオケホスト装置２０
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０から当該利用者の利用者情報がダウンロードされ、当該利用者が歌唱した楽曲履歴や登
録したお気に入り曲名などが、利用者の操作に応じてモニタ２２あるいはリモコン装置５
０のＧＵＩ５１に表示される。
【００２２】
　なお、前記利用者ＩＤ記録媒体としては前述のＩＣカード５２に限定されず、例えば携
帯電話に利用者ＩＤを記録するマイクロチップを内蔵しておき、該携帯電話をリモコン装
置にセットして利用者ＩＤを読み取るように構成することもできる。かかる構成の場合は
、特にＩＣカードを別途用意する必要がなく、利用者が通常に持っている携帯電話にてカ
ラオケシステムにログインすることができ、当該利用者が使用する楽器の選択も自動的に
行われる。また、利用者ＩＤ記録媒体から利用者ＩＤを読み取る装置は、前記リモコン装
置５０に設けなくてもよく、他の機器或いは単独して設置してもよい。
【００２３】
　ここで、背景映像について述べれば、前述した共用映像ならびに専用映像の何れの形式
にしても、従来のカラオケシステムでは、ほとんどの場合、利用者が背景映像を選択する
ことはできなかったが、本発明のカラオケシステムでは、所定の楽曲についてジャンル分
けされた複数の背景映像の中から所望の背景映像を利用者が選択できるように形成されて
いる。
【００２４】
　図２は制御手順のフローチャート、図３～図６はリモコン装置の表示画面である。図１
～図６に従って、当該カラオケシステムにおける背景映像選択操作について説明する。な
お、説明の都合上、以下とくに記述がないかぎり、各手段のプログラムあるいは各手段に
よって生成または記録されるデータは、カラオケ演奏装置１０の中央制御部１１内のメモ
リもしくはハードディスク装置１３に記録されるものとする。
【００２５】
　先ず、利用者ＩＤ取得手段であるカードリーダ５３に利用者のＩＣカード５２をセット
することにより、当該利用者の利用者ＩＤが取得されて中央制御部１１に送られ、カラオ
ケホスト装置２００に記録されている当該利用者の利用者情報が中央制御部１１に取り込
まれる（ステップ101）。
【００２６】
　利用者ＩＤが取得されてカラオケシステムにログインすると、取得された利用者ＩＤに
基づいて、カラオケホスト装置２００に記録されている「利用者別選択背景映像記録テー
ブル」をダウンロードしてカラオケ演奏装置１０に記録する。この「利用者別選択背景映
像記録テーブル」を表１に示す。このテーブルには、利用者ＩＤと、後述する背景映像を
選択したときの背景映像ＩＤと映像選択回数が記録される。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　当該利用者はリモコン装置５０にて所望の楽曲を選択するとともに、利用者の希望に応
じて背景映像を選択する（ステップ102）。図４に示す楽曲一覧から例えば「愛の形」を
選択すれば、図５に示すように画面の隅の箇所に「背景画像選択」ボタンが表示される。
当該利用者は背景映像を選択するかどうかを決める（ステップ103）。もし、利用者が背
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景映像の選択を希望しない場合は、楽曲に応じて予めシステムが規定している背景映像Ｉ
Ｄが選択され、「転送」ボタンを押せばこれらのＩＤが選曲情報信号としてカラオケ演奏
装置１０の中央制御部１１に送られて、楽曲の予約が行われる。（ステップ103→104）。
【００２９】
　利用者による背景映像の選択があった場合は、図５に示すように、リモコン装置５０に
先ず背景映像のジャンルが表示される。例えば「１自然」「２動物」「３花」「４都会」
「５コマーシャル」などのジャンルが表示され、利用者は所望するジャンルの番号を選択
する。本発明では、前記ジャンルに、少なくとも所定の企業もしくは企業商品を表示する
コマーシャル背景映像に対応したコマーシャルジャンルが含まれている（以下コマーシャ
ルをＣＭと表記する）。
【００３０】
　利用者が「ＣＭ」ジャンルを選択したときは、図６に示すように、「ＣＭ」ジャンルの
中からさらに複数のＣＭ背景映像のメニューが表示され、利用者はその中から所望するＣ
Ｍ背景映像の番号を選択する（ステップ106）。例えば、「２エコー堂化粧品」を選択す
れば、「エコー堂化粧品」の背景映像ＩＤと当該利用者ＩＤと選択された楽曲ＩＤとが紐
付けされ、「転送」ボタンを押すことにより、次のデータが選曲情報信号としてカラオケ
演奏装置１０に送られて予約登録される（ステップ108）。
【００３１】
　DK_TAROU(当該利用者ＩＤ)＋1111-11(楽曲ＩＤ)＋A33115(背景映像ＩＤ)
　そして、当該利用者が予約登録した楽曲の演奏がスピーカ１９から再生されるとともに
、選択された「エコー堂化粧品」の企業もしくは企業商品が含まれている背景映像と当該
楽曲の歌詞文字群が、楽曲の進行に同期してモニタ２２に表示される（ステップ109）。
なお、背景映像ジャンル選択画面で、利用者が例えば「動物」のジャンルを選択すれば（
ステップ105→107）、予約登録した楽曲の演奏がスピーカ１９から再生されるとともに、
犬や猫あるいは他の動物の映っている背景映像と当該楽曲の歌詞文字群がモニタ２２に表
示される。
【００３２】
　選択された背景映像ＩＤがＣＭ背景映像の場合、「利用者別選択背景映像記録手段」に
より、リモコン装置５０から転送された利用者ＩＤと背景映像ＩＤをキーとして、前述し
たカラオケ演奏装置１０にダウンロードされている「利用者別選択背景映像記録テーブル
」の映像選択回数を更新する。更新された「利用者別選択背景映像記録テーブル」を表２
に示すが、A33115の背景映像ＩＤの選択回数が１回増加している。なお、「利用者別選択
背景映像記録手段」に存在しない新たな利用者ＩＤと背景映像ＩＤの組合せが、リモコン
装置５０から転送された場合、その利用者ＩＤと背景映像ＩＤをキーとして、また映像選
択回数を『１』として、新たに「利用者別選択背景映像記録テーブル」に追記されること
となる。
【００３３】
【表２】

【００３４】
　カラオケ演奏装置１０では、選択されたＣＭ背景映像（この場合は「エコー堂化粧品」
）に対する当該利用者の選択頻度を判別する。映像選択回数の規定値を例えば１０と設定
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してあれば、この選択頻度が予め決められた基準値以上になったときに（ステップ110）
、当該利用者ＩＤ(DK_TAROU)と当該ＣＭ背景映像ＩＤ(A33115)をＣＭ管理サーバ（図示せ
ず）に自動転送する（ステップ111）。また、当該利用者がログアウトしたときは、当該
利用者ＩＤについて「利用者別選択背景映像記録テーブル」をカラオケホスト装置２００
にアップロードして記録を更新する。
【００３５】
　このように、リモコン装置５０のＧＵＩ５１と、カラオケ演奏装置１０の中央制御部１
１、ハードディスク装置１３、映像制御部２１、モニタ２２とで背景映像選択手段が構成
され、カラオケ演奏装置１０の中央制御部１１およびカラオケホスト装置２００のＣＭ管
理サーバとで利用者別選択背景映像記録手段が構成される。
【００３６】
　そして、ＣＭ管理サーバに自動転送されたＣＭ背景映像ＩＤに紐付けされた利用者ＩＤ
の選択頻度を参照すれば、当該カラオケシステムの管理者から利用者に何らかのサービス
を還元することが可能である。例えば、それぞれに選択した回数に応じてポイントを付与
することにより、所定のポイントが溜まった時点で、商品あるいはカラオケシステムの無
料利用券などを利用者に還元することができる。
【００３７】
　なお、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして
、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明に係るカラオケシステムの全体構成図。
【図２】本発明に係る制御手順のフローチャート。
【図３】本発明に係る背景映像選択画面の説明図。
【図４】本発明に係る背景映像選択画面の説明図。
【図５】本発明に係る背景映像選択画面の説明図。
【図６】本発明に係る背景映像選択画面の説明図。
【符号の説明】
【００３９】
　１０　カラオケシステム
　１１　中央制御部
　１３　ハードディスク装置
　２１　映像制御部
　２２　モニタ
　５０　リモコン装置
　５１　ＧＵＩ
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【図６】



(9) JP 4522965 B2 2010.8.11

10

20

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－０４７７５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３５５７２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１９４４５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２６６４４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０６１６８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３０２９８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２５８８７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２９２８８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－００６５７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３３２４８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３５４８０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２６５１８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３１４４８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０９９０４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２２２１７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１５２８８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１０Ｋ　　１５／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

